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令和３年 第３回 川口市教育委員会定例会会議録

                      日 時 令和３年３月４日（木）

                          午後１時３０分

                      場 所 ワークファンルーム会議室１・２

１ 出席者

  教育長    茂 呂 修 平     書記長  稲 垣 雅 世

委 員    齋 藤   卓     書 記  栗 原   栄

委 員    宿 谷 岩 男     書 記  今 本 敬 幸

委 員    中 田 裕 之     

委 員    菅 原 京 子     

２ 説明のため出席した者

  教育総務部長    間 中 浩 之

  学校教育部長    森 田 吉 信

  教育総務課長    稲 垣 雅 世

  中央図書館長    丸 山 清 代

  学務課長      高 宮 明 洋

  指導課長      三 浦 伸 之

３ 前回会議録の承認

茂呂教育長   第２回教育委員会定例会会議録については、書記より、各委員に事前配付

       している。質疑があればお聞かせ願いたい。

【質 疑】   （質疑なし）

【承 認】   （全員異議なく承認）

４ 教育長報告

茂呂教育長 教育長報告（８）は個人情報を含む内容であることなどのため、秘密会で

       行いたいが如何か。

委 員     （異議なし）

茂呂教育長   異議なしと認め、教育長報告（８）は秘密会で行う。

（１）３月行事予定について

茂呂教育長   ３月行事予定については、書記より、各委員に事前配付している。質疑が
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あればお聞かせ願いたい。

【質 疑】   （質疑なし）

【承 認】   （全員異議なく承認）

（２）令和２年度教職員人事評価結果について

【説 明】   （学務課長が資料に基づき説明した。）

【質疑応答概要】

菅原委員    以前は、臨時的任用教職員等については、人事評価の対象となっていなか

       ったかと思うが、現在は、評価の対象となるのか。

学務課長    以前は、評価の対象には含まれていなかったが、現在は、臨時的任用教職

       員等も評価の対象である。

【承 認】   （質疑応答後、全員異議なく承認）

（３）令和２年度新採用教諭の特別評価結果について

【説 明】   （学務課長が資料に基づき説明した。）

【質 疑】   （質疑なし）

【承 認】   （全員異議なく承認）

（４）令和３年度新採用・転入教職員着任紹介式について

【説 明】   （学務課長が当日資料１に基づき説明した。）

【質 疑】   （質疑なし）

【承 認】   （全員異議なく承認）

（５）令和３年度市立幼稚園園児数について

【説 明】   （学務課長が資料に基づき説明した。）

【質疑応答概要】

菅原委員    県内の公立幼稚園が廃園し、数が減少してきているなかで、３年保育を開

       始する等、保育の改善に努めているものと思うが、今後も、公立幼稚園の継

       続に関わり、引き続き検討をするよう要望する。

【承 認】   （質疑応答後、全員異議なく承認）

（６）令和３年度川口市立高等学校附属中学校入学者選考受検結果について

【説 明】   （指導課長が資料に基づき説明した。）

【質疑応答概要】

齋藤委員    新型コロナウイルス感染症の影響を受けた受検者はいたのか。

指導課長    ２名いたため、別室での受検とした。

【承 認】   （質疑応答後、全員異議なく承認）
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（７）令和２年度指導課学校訪問実施状況について

【説 明】   （指導課長が資料に基づき説明した。）

【質疑応答概要】

齋藤委員    学校によって、要請訪問の数に差があるが、この理由は。

指導課長    研究委嘱校の校長や、若手等の教職員の育成が必要な校長からの要請が多

       くあったためである。

【承 認】   （質疑応答後、全員異議なく承認）

５ 協議事項

  なし

６ 議 事

茂呂教育長 議案第１６号、議案第１７号は人事案件のため秘密会で行いたいが如何か。

委 員     （異議なし）

茂呂教育長   異議なしと認め、議案第１６号、議案第１７号は秘密会で行う。

７ その他

（１）前川図書館の開館について

【質疑応答概要】

菅原委員    前川図書館に導入する自動貸出機の概要は。

中央図書館長  中央図書館に設けているものと同様のものであり、地域館への導入として

       は、前川図書館が初めてである。

【承 認】   （質疑応答後、全員異議なく承認）

８ 休 会

茂呂教育長   以上をもって休会する。（午後１時５６分）


